
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
十
六
号

台
風
常
襲
地
帯
の
指
定
基
準
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
台
風
常
襲
地
帯
に
お
け
る
災
害
の
防
除
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

台
風
常
襲
地
帯
に
お
け
る
災
害
の
防
除
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
指
定
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
地
域
（
河
川
の
流
域
の
一
部
が
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
河
川
の

下
流
の
流
域
等
台
風
に
よ
る
災
害
の
防
除
上
当
該
地
域
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
区
域
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
国
土
の
保
全
と
民
生
の
安
定
を
図
る
た
め
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
防
除
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
特
に
必

要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
台
風
の
来
襲
回
数
　
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
台
風
に
よ
り
気
圧
が
九
百
八
十
七
ミ
リ
バ
ー
ル
以
下
と
な
つ
た
地
域
で
あ
つ
て
、
当
該
台
風
の
来
襲
し
た
回
数
が
我
が
国
に
来
襲
し
た
台
風
（
そ
の
中
心
が
本
土
か
ら

二
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
を
通
過
し
た
台
風
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
回
数
の
四
分
の
一
以
上
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
台
風
の
強
度
　
前
号
に
規
定
す
る
期
間
に
お
い
て
、
台
風
に
よ
り
気
圧
が
九
百
八
十
七
ミ
リ
バ
ー
ル
以
下
と
な
つ
た
地
域
に
お
け
る
任
意
の
地
点
の
当
該
地
域
に
来
襲
し
た
台
風
ご
と
の
気
圧
の
最
低
示
度
と
標
準
気
圧
と
の
差
を

合
計
し
、
こ
れ
を
我
が
国
に
来
襲
し
た
台
風
の
回
数
で
除
し
、
こ
れ
に
百
を
乗
じ
た
指
数
が
九
百
三
十
以
上
の
地
域
で
あ
る
こ
と
。

三
　
降
雨
量
　
第
一
号
に
規
定
す
る
期
間
に
お
い
て
、
毎
年
五
月
か
ら
十
月
ま
で
の
六
箇
月
間
の
降
雨
量
の
年
平
均
が
千
二
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
地
域
で
あ
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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